
京都市交通局管理規程第９号  

京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の一部を改正する規程を公布する。 

平成２４年３月９日 

京都市公営企業管理者   

交通局長 葛西 宗久   

 

京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の一部を改正する規程 

京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の一部を次のように改正する。 

第８条中第３項を第４項とし，第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定にかかわらず，天災その他やむを得ない理由により，運行している路線 

 に係る道路の運行が一時的に禁止され，又は制限されたため，当該経路と異なる路線に 

 より運行する場合は，別途，管理者の定める額とする。 

 別表第１第１号中 

「 

」 

を 

「 

 

」 

に， 

「 

」 

を 

「 

 

」 

に， 

「 

」 

18 みぶ操車場前 ～ 四条大宮，羅城門，小枝橋久 我 石 原 町

みぶ操車場前，四条大宮，羅城門，

小枝橋
二 条 駅 西 口 ～ 久 我 石 原 町

四条大宮，羅城門，小枝橋

18

みぶ操車場前 ～ 久 我 石 原 町

特18 みぶ操車場前 ～ 久 世 橋 東 詰 四条大宮，羅城門，上鳥羽村山町

みぶ操車場前，四条大宮，羅城門，

上鳥羽村山町

四条大宮，羅城門，上鳥羽村山町

二 条 駅 西 口 ～ 久 世 橋 東 詰

特18

みぶ操車場前 ～ 久 世 橋 東 詰

京都会館美術

館前
46 上賀茂神社前 佛教大学前，四条大宮，祇園～



を 

「 

 

」 

に， 

「 

」 

を 

「 

」 

に改め，同表第２号中 

「 

 

 

 」 

を 

「 

 

 

」 

に改める。 

 別表第２第５号を次のように改める。 

   臨１８号系統 

 

 

 

 

 

 

 

千本北大路，七条大宮，京都駅前，

東山七条，高野
206

北 大 路 バ ス
タ ー ミ ナ ル

～
北 大 路 バ ス
タ ー ミ ナ ル

千本北大路，七条大宮・京都水族館

前，京都駅前，東山七条，高野
206

北 大 路 バ ス
タ ー ミ ナ ル

～
北 大 路 バ ス
タ ー ミ ナ ル

京都会館美術

館・平安神宮

前

46 上賀茂神社前 佛教大学前，四条大宮，祇園
～

条，西大路五条，西大路四条，西大路三条，西大路御池，西ノ京円

町，北野白梅町，衣笠校前，小松原児童公園前（復路のみ），立命

館大学前

快速
205

九条車庫前，京都駅前，烏丸七条，七条大宮，七条千本，西大路七

快速
205

九条車庫前，京都駅前，烏丸七条，七条大宮・京都水族館前，七条

千本，西大路七条，西大路五条，西大路四条，西大路三条，西大路

御池，西ノ京円町，北野白梅町，衣笠校前，小松原児童公園前（復

路のみ），立命館大学前



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別表第２第１５号を次のように改める。 

   ６９号系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円

220

円

220 220

円

200 220 220

円

200 200 220 220

円

220 220 220 220 220

円

220 220 220 220 220 220

均一区間

城

南

宮

東

口

竹

田

駅

西

口

二

条

駅

西

口

均一区間
久

我

石

原

町

久

我

国

道

赤

池

パ

ル

ス

プ

ラ

ザ

前

円

160

円

150 170

円

150 150 170

円

150 150 150 160

円

150 150 150 150 170

円

190 190 190 190 190 220

円

190 190 190 190 190 190 220

円

220 220 220 220 220 220 220 240

円

220 220 220 220 220 220 220 220 240

円

220 220 220 240 260 260 260 260 260 260

円

220 220 220 220 240 260 260 260 260 260 260

桂

駅

東

口

洛

西

口

駅

前

(

川

島

六

ノ

坪

町

)

物

集

女

史

跡

公

園

前

樫

原

千

代

原

口

四

条

大

宮

二

条

駅

西

口

上

桂

西

居

町

 均
一
区
間

桂

川

小

学

校

前

京

都

外

大

前

西

院

巽

町



 別表第２第１６号を次のように改める。 

   ７０号系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

この規程は，公布の日から施行する。ただし，別表第１の改正規定及び別表第２の改正

規定は，平成２４年３月１４日から施行する。 

（交通局企画総務部企画課） 

（交通局自動車部運輸課） 

円

150

円

　均一 160 170
　区間

円

160 160 170

円

160 160 190 190

円

190 190 190 190 190

円

220 220 220 220 220 220

上

桂

東

ノ

口

桂

川

小

学

校

前

太

秦

天

神

川

駅

前

Ｊ

Ｒ

桂

川

駅

前

牛

ケ

瀬

桂

駅

東

口

下

桂


